
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

裁判員
さいばんいん

制度
せいど

は、国民
こくみん

から選
えら

ばれる裁判員
さいばんいん

が刑事
けいじ

裁判
さいばん

に参加
さんか

し、６人
にん

の裁判員
さいばんいん

と３人
にん

の裁判官
さいばんかん

が、被告人
ひこくにん

が有罪
ゆうざい

か無罪
むざい

か、有罪
ゆうざい

の場合
ばあい

どのような刑
けい

にするかを判断
はんだん

する制度
せいど

です。 

裁判員
さいばんいん

制度
せいど

は広
ひろ

く国民
こくみん

が参加
さんか

する制度
せいど

であり、「心身
しんしん

の故障
こしょう

のため裁判員
さいばんいん

の職務
しょくむ

の

遂行
すいこう

に 著
いちじる

しい支障
ししょう

がある」（裁判員法
さいばんいんほう

１４条
じょう

３号
ごう

）と認
みと

められる場合
ばあい

等
とう

を除
のぞ

き、

裁判員
さいばんいん

に選
えら

ばれる可能性
かのうせい

があります。障 害
しょうがい

のある人
ひと

の裁判員
さいばんいん

制度
せいど

への参加
さんか

に当
あ

たって、

裁判所
さいばんしょ

に対
たい

して具体的
ぐたいてき

な配慮
はいりょ

を求
もと

めることができます。これは、障 害
しょうがい

のある人
ひと

を含
ふく

む

全
すべ

ての人
ひと

がより司法
しほう

へ参加
さんか

できる仕組
し く

みに発展
はってん

していくことにつながっていきます。 

なお、「70歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

」や「重
おも

い病気
びょうき

やけがのある人
ひと

」、「親族
しんぞく

・同居人
どうきょにん

の介護
かい ご

や養育
よういく

を行
おこな

う人
ひと

」等
とう

は辞退
じた い

の申立
もうした

てをすることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．広
ひろ

く国民
こくみん

に開
ひら

かれた裁判員
さいばんいん

制度
せい ど

を目指
め ざ

して 

●選任
せんにん

手続
て つ づ

きの流
なが

れ 

前年秋
ぜんねんあき

頃
ころ

 

裁判員
さいばんいん

候補者
こ う ほ し ゃ

名簿
め い ぼ

の作成
さくせい

 

↓ 

前年
ぜんねん

12月
がつ

頃
ころ

まで 

候補者
こ う ほ し ゃ

への通知
つ う ち

・調査票
ちょうさひょう

の送付
そ う ふ

 

↓ 

事件
じ け ん

ごとに名簿
め い ぼ

の中
なか

からくじによる選定
せんてい

 

↓ 

選任
せんにん

手続
てつづき

期日
きじつ

の６～8週 間 前
しゅうかんまえ

 

選任
せんにん

手続
てつづき

期日
き じ つ

のお知
し

らせ・質問票
しつもんひょう

の送付
そ う ふ

 

※選任
せんにん

手続
てつづ

きおよび審理
しんり

・評議
ひょうぎ

の場
ば

で、具体的
ぐたいてき

にどのような配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

であるかを裁判所
さいばんしょ

へ伝
つた

え

ます。 

↓ 

選任
せんにん

手続
てつづき

期日
きじつ

 

選任
せんにん

手続
て つ づ

き 

※審理
しんり

・評議
ひょうぎ

の場
ば

でどのような具体的
ぐたいてき

な配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

であるかを裁判所
さいばんしょ

へ伝
つた

えます。 

↓ 

裁判員
さいばんいん

になる人
ひと

を決定
けってい

 

２



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裁判所
さいばんしょ

は、障 害
しょうがい

がある人
ひと

が裁判員
さいばんいん

制度
せいど

に参加
さんか

できるように、次
つぎ

のような配慮
はいりょ

を 考
かんが

えています。 
 
 
 

 

２．裁判所
さいばんしょ

による配慮
はいりょ

事項
じこ う

 

●視覚
しかく

障害
しょうがい

のある人
ひと

 

・本人
ほんにん

の申出
もうしで

により、選任
せんにん

手続
てつづ

きの書類
しょるい

を

点字
てんじ

翻訳
ほんやく

します。 

・選任
せんにん

手続
てつづ

きに関
かん

する書類
しょるい

のうち、裁判員
さいばんいん

制度
せいど

の概要
がいよう

等
とう

について記載
きさい

したパンフレット

には音声
おんせい

コードが付
ふ

されています。 

●聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある人
ひと

 

・本人
ほんにん

の申出
もうしで

により、裁判所
さいばんしょ

が手話
しゅわ

通訳者
つうやくしゃ

、

要約
ようやく

筆記者
ひっきしゃ

を手配
てはい

します。 

●ガイドヘルパーが必要
ひつよう

な人
ひと

 

・ガイドヘルパーが必要
ひつよう

と認
みと

められる場合
ばあい

に

は、裁判所
さいばんしょ

がガイドヘルパーを手配
てはい

します。 

●裁判員
さいばんいん

裁判
さいばん

の１日
にち

のスケジュール 

事件
じけん

によって異
こと

なりますが、例
たと

えば、午前
ごぜん

９時
じ

３０分
ぷん

頃
ころ

に裁判所
さいばんしょ

に来
き

て、昼 食
ちゅうしょく

時間
じかん

や休憩
きゅうけい

等
とう

をはさんで午後
ご ご

５時
じ

頃
ごろ

まで裁判
さいばん

や評議
ひょうぎ

、打
う

ち合
あ

わ

せを行
おこな

うといったスケジュールです。 

●裁判員
さいばんいん

裁判
さいばん

の日数
にっすう

の目安
め や す

 

約
やく

７割
わり

の事件
じけん

が３日
か

以内
いない

で終
お

わると見込
み こ

まれ

ています。事件
じけん

によっては、もう少
すこ

し時間
じかん

のかか

るものもあります。 

●その他
ほか

裁判所
さいばんしょ

への移動
い ど う

等
など

 

裁判員
さいばんいん

候補者
こうほしゃ

や裁判員
さいばんいん

等
とう

になって裁判所
さいばんしょ

へ行
い

った場合
ば あ い

、交通費
こうつうひ

と日当
にっとう

が支払
し は ら

われます。

交通費
こうつうひ

は、原則
げんそく

として、最
もっと

も経済的
けいざいてき

な経路
け い ろ

・交通
こうつう

手段
しゅだん

で計算
けいさん

されます。また、裁判所
さいばんしょ

が自宅
じ た く

か

ら遠
とお

いなどの理由
り ゆ う

で宿泊
しゅくはく

しなければならない場合
ば あ い

には宿泊料
しゅくはくりょう

も支払
し は ら

われます。 

なお、タクシーの利用
り よ う

についても裁判所
さいばんしょ

がやむを得
え

ない事情
じじょう

により、必要
ひつよう

な交通
こうつう

手段
しゅだん

である

と判断
はんだん

すれば、裁判所
さいばんしょ

が費用
ひ よ う

を負担
ふ た ん

します。（裁判員
さいばんいん

の参加
さ ん か

する刑事
け い じ

裁判
さいばん

に関
かん

する規則
き そ く

第
だい

９条
じょう

） 

●裁判員
さいばんいん

の役割
やくわり

 

 審
しん

 理
り

 裁判員
さいばんいん

は、裁判官
さいばんかん

と一緒
いっしょ

に審理
しんり

に立
た

ち会
あ

います。 

↓ 

評
ひょう

 議
ぎ

 裁判員
さいばんいん

は、裁判官
さいばんかん

と一緒
いっしょ

に、被告人
ひこくにん

が有罪
ゆうざい

か無罪
むざい

か、有罪
ゆうざい

の場合
ばあい

、どのような刑
けい

にする

かを議論
ぎろん

し、決定
けってい

します。 

↓ 

判
はん

 決
けつ

 裁判員
さいばんいん

は、裁判長
さいばんちょう

が行
おこな

う判決
はんけつ

宣告
せんこく

に立
た

ち会
あ

い、その職務
しょくむ

を終
お

えます。 

３



 

 
●裁判所

さいばんしょ

のバリアフリーの状 況
じょうきょう

 

裁判所
さいばんしょ

では次
つぎ

のような整備
せ い び

がなされています。 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                     

                      

 

     

                     

裁判所
さいばんしょ

は障害
しょうがい

のある人
ひと

が裁判員
さいばんいん

として参加
さんか

する際
さい

に、できるだけ支障
ししょう

がないように

必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

を行
おこな

うこととしています。 

あなたが裁判所
さいばんしょ

に具体的
ぐたいてき

にどのような配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

であるかを伝
つた

えることで、参加
さんか

に

必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

が個別
こべつ

に判断
はんだん

されることとなります。 

●視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

が参加
さ ん か

したある模擬
も ぎ

裁判
さいばん

の配慮
はいりょ

の状 況
じょうきょう

 

視覚
し か く

障害
しょうがい

がある人
ひと

が参加
さ ん か

した模擬
も ぎ

裁判
さいばん

において、次
つぎ

のような配慮
はいりょ

が行
おこな

われました。 

 ・呼出状
よびだしじょう

、宣誓書
せんせいしょ

、裁判員法
さいばんいんほう

39条
じょう

の説明文
せつめいぶん

、進行
しんこう

予定表
よていひょう

、起訴状
きそじょう

が点字
て ん じ

翻訳
ほんやく

された。 

・裁判所
さいばんしょ

職員
しょくいん

が視覚
し か く

障害
しょうがい

の人
ひと

に付
つ

き添
そ

って裁判員席
さいばんいんせき

まで誘導
ゆうどう

した。 

 ・視覚
し か く

障害
しょうがい

の人
ひと

は裁判官
さいばんかん

の隣
となり

の席
せき

に着席
ちゃくせき

し、その裁判官
さいばんかん

が補足
ほ そ く

説明
せつめい

等
とう

を行
おこな

った。 

・審理
し ん り

の場
ば

では、検察官
けんさつかん

や弁護士
べ ん ご し

はゆっくりと話
はな

し、言葉
こ と ば

の繰
く

り返
かえ

しを用
もち

いた。 

 ・写真
しゃしん

や図面
ず め ん

等
とう

の内容
ないよう

は、裁判官
さいばんかん

や検察官
けんさつかん

が補足
ほ そ く

説明
せつめい

した。 

（庁舎内
ちょうしゃない

） 

・玄関
げんかん

スロープ 

・身体
しんたい

障害者用
しょうがいしゃよう

トイレ 

※一部
いちぶ

の裁判所
さいばんしょ

ではオストメイト

対応
たいおう

のトイレも備
そな

えています。 

・点字
てんじ

ブロック 

・エレベーター 

・補助犬
ほじょけん

を同伴
どうはん

することができます。 

・ 庁舎内
ちょうしゃない

では裁判所
さいばんしょ

職 員
しょくいん

が誘導
ゆうどう

や

補助
ほじょ

等
とう

のサポートをします。 

（法廷内
ほうていない

） 

・スロープまたは車椅子用
くるまいすよう

リフト 

・車椅子
くるまいす

の高
たか

さに対応
たいおう

した法卓
ほうたく

 

４



 
 
裁判員
さいばんいん

としての職務
しょくむ

遂行
すいこう

に 著
いちじる

しい支障
ししょう

があるかどうかは、裁判
さいばん

の事案
じあん

の内容
ないよう

や

障害
しょうがい

の程度
ていど

に応
おう

じて個別
こべつ

に判断
はんだん

されます。 
裁判所
さいばんしょ

に対
たい

して、裁判員
さいばんいん

として参加
さんか

するまでの各段階
かくだんかい

において、次
つぎ

のように

具体的
ぐたいてき

な配慮
はいりょ

を求
もと

めることが考
かんが

えられますので、必要
ひつよう

な事柄
ことがら

を裁判所
さいばんしょ

に伝
つた

え、相談
そうだん

しましょう。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．具体的
ぐたいてき

な配慮
はいりょ

を求
もと

めるポイント 

裁
判

さ
い
ば
ん

（
審
理

し

ん

り

・
評
議

ひ
ょ
う
ぎ

・
判
決

は
ん
け
つ

） 

裁
判
所

さ
い
ば
ん
し
ょ

ま
で
の
移
動

い

ど

う 

呼
出
状

よ
び
だ
し
じ
ょ
う

・
質
問
票

し
つ
も
ん
ひ
ょ
う 

裁
判
員

さ
い
ば
ん
い
ん

に
選え

ら

ば
れ
る
ま
で 

裁
判
員

さ
い
ば
ん
い
ん

に
選え

ら

ば
れ
て
か
ら 

※選任
せんにん

手続
てつづき

の段階
だんかい

で、裁判
さいばん

のときに必要
ひつよう

な具体的
ぐたいてき

配慮
はいりょ

を裁判官
さいばんかん

に伝
つた

えます。 

※質問票
しつもんひょう

に必要
ひつよう

な具体的
ぐたいてき

配慮
はいりょ

を記入
きにゅう

したり、裁判所
さいばんしょ

の専用
せんよう

窓口
まどぐち

に相談
そうだん

します。 

・本人
ほんにん

が必要
ひつよう

とするガイドヘルパー等は、本人
ほんにん

の選択
せんたく

で裁判所
さいばんしょ

が手配
てはい

。 

・ラッシュ時
じ

の通勤
つうきん

電車
でんしゃ

を避
さ

けるため、タクシーでの移動
いどう

。 

・裁判所
さいばんしょ

庁舎内
ちょうしゃない

に入 退 庁
にゅうたいちょう

する際
さい

のサポート。 

・裁判
さいばん

の 1日
にち

のスケジュールの事前
じぜん

連絡
れんらく

。 

・曖昧
あいまい

な表現
ひょうげん

を避
さ

け、分
わ

かりやすい言葉
ことば

や表現
ひょうげん

を用
もち

いて、ゆっくりと話
はな

す。 
・発言者

はつげんしゃ

が誰
だれ

であるかを明
あき

らかにするために、発言
はつげん

の前
まえ

に名前
なまえ

を述
の

べてから

発言
はつげん

する。 

・証言台
しょうげんだい

で発言
はつげん

する人
ひと

の表 情
ひょうじょう

等
とう

と手話
しゅわ

通訳者
つうやくしゃ

を同一
どういつ

視野
し や

に入
い

れることがで

きるように、証言台
しょうげんだい

の延長
えんちょう

線上
せんじょう

への手話
しゅわ

通訳者
つうやくしゃ

の配置
はいち

。 

・手話
しゅわ

通訳
つうやく

、要約
ようやく

筆記
ひっき

が正確
せいかく

に行
おこな

われるように発言
はつげん

が重
かさ

ならないようにする。

（手話
しゅわ

通訳
つうやく

が終
お

わってから、次
つぎ

の発言
はつげん

をする。） 

・要約
ようやく

筆記
ひっき

の内容
ないよう

は裁判
さいばん

参加者
さんかしゃ

全
すべ

ての人
ひと

が見
み

ることのできるようにスクリー

ンに全体
ぜんたい

投影
とうえい

する。 

・磁気
じ き

誘導
ゆうどう

ループ等
とう

の補助
ほじょ

援助
えんじょ

システムの準備
じゅんび

。 

・休憩
きゅうけい

をはさんでの進行
しんこう

、水分
すいぶん

補給
ほきゅう

や服薬
ふくやく

の時間
じかん

の確保
かくほ

。 

・ＦＡＸや電子
でんし

メールによる裁判所
さいばんしょ

との連絡
れんらく

方法
ほうほう

。 

・裁判所
さいばんしょ

からの書類
しょるい

であると分
わ

かる送付用
そうふよう

封筒
ふうとう

への点字
てんじ

の印字
いんじ

。 

・必要
ひつよう

書類
しょるい

の点字
てんじ

翻訳
ほんやく

、音声
おんせい

コードの添付
てんぷ

。 

・文書
ぶんしょ

へのルビ振
ぶ

り、分
わ

かりやすい表 現
ひょうげん

。 

５



 

裁判員
さいばんいん

制度
せ い ど

についてより詳
くわ

しくお知
し

りになりたい方
かた

はお近
ちか

くの裁判所
さいばんしょ

にお問
と

い合
あ

わせください。 

障害
しょうがい

の特性
とくせい

等
とう

についてより詳
くわ

しくお知
し

りになりたい方
かた

は、下記
か き

の団体
だんたい

にお問
と

い合
あ

わせください。 

 

団体名 ＴＥＬ ＦＡＸ 

全国
ぜんこく

ことばを育
はぐく

む会
かい

 03-3207-3107 03-3207-3107 

全国
ぜんこく

肢体
したい

不自由児
ふ じ ゆ う じ

・者
しゃ

父母
ふ ぼ

の会
かい

連合会
れんごうかい

 03-3971-0666 03-3982-2913 

全国
ぜんこく

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）を守
まも

る会
かい

 03-3413-6781 03-3413-6919 

全国
ぜんこく

脊髄
せきずい

損傷者
そんしょうしゃ

連合会
れんごうかい

 03-5605-0871 03-5605-0872 

全日
ぜんに

本手
ほんて

をつなぐ育成会
いくせいかい

 03-3431-0668 03-3578-6935 

全日本
ぜんにほん

難聴者
なんちょうしゃ

・中途
ちゅうと

失聴者
しつちょうしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

 － 03-3354-0046 

全国
ぜんこく

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

 03-5438-5591 03-5438-5592 

全日本
ぜんにほん

ろうあ連盟
れんめい

 03-3268-8847 03-3267-3445 

日本筋
にほんきん

ジストロフィー協会
きょうかい

 03-5273-2930 03-3208-7030 

日本
にほん

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

 03-3565-3399 03-3565-3349 

日本
にほん

盲人会
もうじんかい

連合
れんごう

 03-3200-0011 03-3200-7755 

日本
にほん

リウマチ友
とも

の会
かい

 03-3258-6565 03-3258-6668 

日本
にほん

てんかん協会
きょうかい

 03-3202-5661 03-3202-7235 

日本
にほん

発達
はったつ

障害
しょうがい

ネットワーク 03-6240-0674 03-6240-0671 

６

 

お問
と

い合
あ

わせ先
さき

 

発行日
はっこうび

 平成
へいせい

21年
ねん

３月
がつ

 

発行所
はっこうじょ

 社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

 全国社会福祉協議会
ぜんこくしゃかいふくしきょうぎかい

 障 害
しょうがい

関係
かんけい

団体
だんたい

連絡
れんらく

協議会
きょうぎかい

 

〒100-8980 東京都
とうきょうと

千代田
ち よ だ

区
く

霞
かすみ

が関
せき

3-3-2新霞が関
しんかすみがせき

ビル 

TEL03-3581-6502 FAX03-3581-2428 


